
横浜市市税条例の一部改正（平成 22 年３月分） 
 

税 目 ・ 改 正 項 目 改 正 案 の 内 容 
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 65 歳未満の公的年金

受給者で給与所得を有

する者の公的年金等所

得に係る所得割の徴収

方法の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通徴収 

納税義務者自身が、

税金を地方団体に納

めること（年４回） 

 

特別徴収 

給与や公的年金の支

払者が、納税義務者

への給与や公的年金

の支払額から税額を

差し引き、納税義務

者に代わって地方団

体に納めること 

 

 

 

 

65歳未満の公的年金受給者で給与所得を有する者について、特別徴収すべき給

与所得に係る税額に公的年金等に係る所得割額を加算し、給与から特別徴収でき

ることとする。 

○給与所得とその他所得（公的年金所得を含む）を有する者の場合 

 

【平成20年度まで】 

 

  

 

 

 

 【平成 21 年度】 

 

                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

    

【適用】平成22年４月１日から 
 

市税条例 

第 33 条の２第２項、 

同条第３項、 

同条第４項（新設） 

第 33 条の３第３項 

第 33 条の５の２第２項 その他所得分 

（公的年金所得分を含む） 

その他所得分については 

申告により普通徴収も可 

給与からの特別徴収 

65 歳未満の公的年金受給者で給与所得を有する者 

「公的年金所得分」に係る個人市民税も給与からの特別徴収 

（申告により、普通徴収も可） 

※平成 20 年度までと同じ取扱い 

【平成 22 年度から】 

【改正前】 

給与所得分 

その他所得分 

公的年金所得分 

給与からの特別徴収 

その他所得分については 

申告により普通徴収も可 

65 歳以上：公的年金から特別徴収 

65 歳未満：普通徴収※ 

  

※65 歳未満の公的年金受給者で給与所得を有する者 

・「給与所得分」は給与から特別徴収 

・「公的年金所得分」は普通徴収 

改正 

給  与：年 12 回 

公的年金：年 ６回 

給与所得分 

【参考】 


